
報告第３号

専決処分の報告について（第３号）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

令和８年２月２５日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩  印  

提案理由

物損事故に係る和解が成立し、損害賠償の額の決定について専決処分したことから、

報告するものです。
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